
 

 

大阪市建設局天王寺動物公園事務所臨時的任用職員 【獣医師】 募集要綱 

大阪市建設局 

 大阪市では、建設局天王寺動物公園事務所（天王寺動物園）において、動物の診療補助等を行

う臨時的任用職員(獣医師)を募集します。 

１ 募集内容 

募集人数 １名 

期  間 平成 29年 12月 1日～平成 31年 1月 5日 

配属先 建設局天王寺動物公園事務所（天王寺動物園） 

職務内容 動物の診療補助等 

２ 受験資格 

 ・獣医師免許を有する者。（※ただし、地方公務員法第 16条各号（「地方公務員法第 16条（抜粋）」参

照）に該当する方は受験できません。） 

３ 応募方法 

 応募される方は、次の書類各１通を応募受付場所へ書留にて送付または持参してください。 

  ※書類等に不備がある場合は選考試験を受験できないことがあります。 

 (１)提出書類 

  ア 大阪市臨時的任用職員採用申込書（過去 3 ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を

必ず貼付してください。） 

  イ 申し立て書 

※大阪市臨時的任用職員採用申込書及び申し立て書は、本市所定の様式に限ります。大阪市ホーム

ページから取得または配付場所での受け取りもしくは、問合せ先までお問い合せください。 

  ウ 獣医師免許証の写し 

 (２)受付期限 

   平成 29 年 11月 2日（木） （※必着のこと） 

 (３)応募受付場所 

   〒543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町 1-108 

   大阪市建設局天王寺動物公園事務所（動物園担当） 

※「建設局臨時的任用職員採用申込書 在中」と朱書した封筒に入れ、書留にて送付、また

は持参してください。 

     地下鉄御堂筋線「天王寺」駅より徒歩約 10分（５号出口） 

     地下鉄谷町線「天王寺」駅より徒歩約８分（４号出口） 

     地下鉄堺筋線「恵美須町」駅より徒歩約８分（３号出口） 

     地下鉄御堂筋線・堺筋線「動物園前」駅より徒歩約 10分（１号出口） 

     ＪＲ線「天王寺」駅よりあべちか経由で徒歩約 10分（谷町線４号出口） 

 (４)配付場所 

   ・大阪市建設局天王寺動物公園事務所 

４ 採用候補者選考試験 

 (１)試験日時・場所等 

 (２)合否通知等 

   ・選考後、合否に関わらず本人に文書で通知します。 

 (３)その他 

試験の種類 日  時 場  所 

口述試験 
平成 29 年 11月 10日（金） 

13時 30分集合（時間厳守）(受付 13時～) 

大阪市建設局天王寺動物公園事務所 

大阪市天王寺区茶臼山町 1-108 

（試験会場案内図参照） 



 

 

   ・受験票は発行しませんので、試験当日は直接試験場所にお越しください。 

   ・試験当日の集合時刻に遅刻した場合、受験をお断りいたします。 

   ・受験資格がないこと、および申込書記載事項に虚偽があれば、合格を取り消すことがあ

ります。 

   ・日本国籍を有しない方で、採用日において法令により永住が認められない方は採用でき

ません。 

   ・この試験において提出された書類等は受付後返却いたしません。また、書類に記載され

た内容は採用試験実施の円滑な遂行に用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管

理し、それ以外の目的には使用しません。 

５ 勤務条件等 

 (１)地方公務員法第 22条に基づく任用であり、地方公務員法が適用されます。 

 (２)給料：日額 13,890円（６年制の獣医学部を卒業した者） 

      日額 12,830円（４年制の獣医学部を卒業した者） 

   ※その他、通勤手当、超過勤務手当が支給されます。 

 (３)社会保険等適用あり 

 (４)勤務時間：9時 00分から 17時 30分 （休憩時間 45分） 

   ※所属長により、時間外勤務を命じられる場合があります。 

 (５)休日：週休 2日を基本とする交代勤務。基本的にカレンダー通りの休日となることはあり

ません。年末年始も勤務があります。 

 (６)有給休暇：10日（勤続日数によってこの限りではない） 

   ※その他休暇は本務職員に準じて適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔試験会場・応募受付場所案内図〕 

 

地方公務員法第 16条（抜粋） 

１ 成年被後見人又は被保佐人 

２ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

３ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

４ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第５章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 

５ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

[問合せ先] 大阪市建設局天王寺動物公園事務所（動物園担当）  市川・高坂 TEL (06)6771－2174 


